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午前１０時００分 開 会

○議長（吉田清孝） これより、令和３年８月臨時会を開会いたします。

○議長（吉田清孝） 直ちに本日の会議を開きます。本日の議事は、議事日程第１号を

もって進めます。

日程第１ 会期の決定

○議長（吉田清孝） 日程第１、会期の決定を議題といたします。

お諮りいたします。本臨時会の会期は、本日１日といたしたいと思います。これに

御異議ありませんか。

（「異議なし」と言う者あり）

○議長（吉田清孝） 御異議なしと認めます。よって、会期は本日１日と決定いたしま

した。

日程第２ 会議録署名議員の指名

○議長（吉田清孝） 日程第２、会議録署名議員の指名を行います。

１５番三浦利通議員、１６番安田健次郎議員を指名いたします。

日程第３ 議案第５２号から第５７号までを一括上程

○議長（吉田清孝） 日程第３、議案第５２号から第５７号までを一括して議題といた

します。

職員に議案を朗読させます。

【職員朗読】

議案第５２号 令和２年度男鹿みなと市民病院事業会計決算の認定について

議案第５３号 令和２年度男鹿市上水道事業会計決算の認定について

議案第５４号 令和２年度男鹿市ガス事業会計決算の認定について

議案第５５号 令和２年度男鹿市下水道事業会計決算の認定について

議案第５６号 令和２年度男鹿市農業集落排水事業会計決算の認定について
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議案第５７号 令和２年度男鹿市漁業集落排水事業会計決算の認定について

○議長（吉田清孝） 提案理由の説明を求めます。菅原市長

【市長 菅原広二 登壇】

○市長（菅原広二） 皆さん、おはようございます。

今臨時会におきましては、令和２年度男鹿みなと市民病院事業会計決算の認定など

１３件について御審議をお願いするものでありますが、提案理由の説明に先立ちまし

て、諸般の報告を申し上げます。

まず、新型コロナワクチンの廃棄事案について申し上げます。

先月３０日、集団接種会場である男鹿市民文化会館で、新型コロナワクチンを保管

していた冷蔵庫の温度が、適正な管理温度とされる２度から８度を超え、２０度にま

で上昇していたことが判明し、庫内に保管していたワクチン２９０バイアル、１，７

４０回分を廃棄せざるを得ないこととなりました。

冷蔵庫の不具合が直接的な原因でありますが、そもそもワクチン管理に年数の経過

した冷蔵庫を使用すること自体妥当であったのか、また、ワクチンの入庫に際して、

庫内が適切に冷却されているか、職員がしっかりと確認すれば防ぐことができたかも

しれない事案であり、ワクチンの取扱いに対する考えが甘かったと言わざるを得ない

と考えております。

今回の廃棄により、８月の接種計画には影響がないものの、９月以降、ワクチンが

不足する可能性があり、一部予約の受付を見合わせるなど、計画を見直しているとこ

ろであります。

全国的にワクチンが不足している中、貴重なワクチンを廃棄する事態となり、市民

をはじめ関係の皆様に深くお詫び申し上げます。今後このようなことのないよう細心

の注意を払い、ワクチン管理の徹底を図ってまいります。

次に、新型コロナワクチンの接種状況についてであります。

今月２日現在、本市におけるワクチンの総接種回数は、集団接種や個別接種などを

合わせ、全体で約２万８，０００回に達しております。

これにより、６５歳以上の高齢者の接種率は、１回目が８８．４パーセント、２回

目が８１．７パーセントとなっております。当初８０パーセント程度と予想していた
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高齢者の接種率は、最終的に９０パーセント近くに達することとなりましたが、これ

は、変異ウイルスの拡大や度重なる緊急事態宣言の発令・延長など、全国的に感染収

束が見えない中で、市民の皆様の強い危機意識の表れであると認識しております。

また、６４歳以下への接種につきましても、基礎疾患を有する方をはじめ、本市独

自に優先対象とした保育園や小中学校の教職員、観光関連産業従事者等を中心に接種

が進み、この結果、本市の全体の接種率は、１回目が６４．４パーセント、２回目が

５０．１パーセントとなっており、高齢者の接種率とともに、秋田県平均、全国平均

を上回って推移しております。接種に御尽力いただいている医療従事者の皆様に改め

て心から感謝を申し上げます。

既に、１２歳以上の市民全員にクーポン券を発送済みで、順次予約を受け付けてお

りますが、ここに来て国からのワクチン供給量が減少し、この先も見通しが定かでな

いことから、先月１６日以降、個別医療機関での新規予約を停止するとともに、今後

は集団接種のみで対応することといたしました。

なお、６月定例会で議員各位から御指摘のあった、在宅介護など接種を希望してい

るものの移動自体が困難な方については、訪問接種を実施する方向で医師会と協議

し、準備を進めているところであります。

ワクチンの供給が潤沢でないことから、新規予約枠を十分確保できない日もありま

すが、遅くとも１１月上旬までには、希望する市民全員に接種を終えたいと考えてお

りますので、引き続き市民の皆様の御理解と御協力をお願い申し上げます。

次に、公用車の車検切れ運行についてであります。

先月１５日、生活環境課が管理している公用車について、先月５日から車検切れの

状態で運行していたことが判明し、道路運送車両法に抵触する可能性があることか

ら、同日、男鹿警察署に届出しております。

今回の事案は、公用車の管理に対する職員の意識が不足していたために起きたもの

であります。

今後、再発防止に向け、公用車の管理方法や適正配置などの改善を行い、車両管理

の徹底を図ってまいります。

なお、担当課職員の処分等につきましては、男鹿警察署が捜査中であることから、

その結果を踏まえて判断してまいります。
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次に、提案理由の説明を申し上げます。

議案第５２号は、令和２年度男鹿みなと市民病院事業会計決算の認定を求めるもの

で、当年度は、４，４２６万円の黒字となりました。

議案第５３号から第５７号までは、令和２年度男鹿市企業局各事業会計決算の認定

を求めるもので、上水道事業会計においては、９８８万円の赤字、ガス事業会計にお

いては、２，７２５万円の赤字、下水道事業会計においては、８，１００万円の黒

字、農業集落排水事業会計においては、２，５０４万円の黒字、漁業集落排水事業会

計においては、１，１３８万円の黒字となりました。

以上、提案理由について説明申し上げました。よろしく御審議の上、認定いただき

ますようお願い申し上げます。

○議長（吉田清孝） これより質疑に入ります。質疑ありませんか。

（「なし」と言う者あり）

○議長（吉田清孝） 質疑なしと認めます。よって、質疑を終結いたします。

日程第４ 決算特別委員会設置、付託

○議長（吉田清孝） 日程第４、決算特別委員会の設置を議題といたします。

お諮りいたします。議案第５２号から第５７号までについては、委員会条例第６条

の規定に基づき、議会選出監査委員を除く議員１７人の委員で構成する決算特別委員

会を設置し、これに付託の上、閉会中の継続審査といたしたいと思います。これに御

異議ありませんか。

（「異議なし」と言う者あり）

○議長（吉田清孝） 御異議なしと認めます。よって、議案第５２号から第５７号まで

については、議会選出監査委員を除く議員１７人の委員で構成する決算特別委員会を

設置し、これに付託の上、閉会中の継続審査とすることに決しました。

なお、決算特別委員会は、明日５日午前１０時より、議事堂に招集いたします。

以上、告知いたします。
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日程第５ 議案第５８号から第６０号まで及び報告第６号から第９号までを

一括上程

○議長（吉田清孝） 日程第５、議案第５８号から第６０号まで及び報告第６号から第

９号までを一括して議題といたします。

職員に議案を朗読させます。

【職員朗読】

議案第５８号 男鹿市個人情報保護条例及び男鹿市行政手続における個人番号の利

用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例につ

いて

議案第５９号 男鹿市手数料条例の一部を改正する条例について

議案第６０号 令和３年度男鹿市一般会計補正予算（第４号）について

報告第 ６号 和解及び損害賠償額の決定に係る専決処分について

報告第 ７号 和解及び損害賠償額の決定に係る専決処分について

報告第 ８号 債権の放棄について

報告第 ９号 債権の放棄について

○議長（吉田清孝） 提案理由の説明を求めます。菅原市長

【市長 菅原広二 登壇】

○市長（菅原広二） ただいま議題となりました条例案、予算案及び報告について、提

案理由の説明を申し上げます。

まず、条例案でありますが、議案第５８号は、行政手続における特定の個人を識別

するための番号の利用等に関する法律の一部改正に伴い、関係条例の規定を整備する

ものであります。

議案第５９号は、キャッシュレス決済の導入に伴い戸籍法等に係る手数料の後納に

ついて定めるほか、法律改正に伴い、個人番号カードの再交付に係る手数料の規定を

改めるものであります。

次に、予算案でありますが、議案第６０号は、新型コロナウイルスワクチン接種事

業費として、集団接種の緊急拡大や接種期間の延長に伴い、医師及び看護師の集団接



- 8 -

種従事謝金、ワクチン接種予約受付業務に係る委託料などの経費を措置するもので、

歳入歳出それぞれ７，８７０万円を追加し、補正後の予算総額を１６６億５，７３０

万円とするものであります。

次に、報告でありますが、報告第６号及び第７号は、物損事故に伴う和解及び損害

賠償額の決定について専決処分をしたもので、これを報告するものであります。

報告第８号及び第９号は、令和２年度に放棄した債権について報告するものであり

ます。

以上、提案理由について説明申し上げました。よろしく御審議の上、御可決賜りま

すようお願い申し上げます。

○議長（吉田清孝） これより議案の説明を求めます。

初めに、八端総務企画部長の説明を求めます。八端総務企画部長

【総務企画部長 八端隆公 登壇】

○総務企画部長（八端隆公） おはようございます。それでは私から、議案第５８号及

び第６０号について御説明をいたします。

恐れ入りますが、議案書の７ページをお願いいたします。

最初に、議案第５８号男鹿市個人情報保護条例及び男鹿市行政手続における個人番

号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例についてであり

ます。

本議案は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法

律の一部改正に伴い、規定を整備するため、関係条例の一部を改正するものでありま

す。

次のページをお願いいたします。

改正内容でございますが、条文の第１条は、男鹿市個人情報保護条例の一部改正で

あります。

新旧対照表中、第２条は、番号法の条文の追加に伴う規定の整備で、第１項第７号

は、条文中の第２項の後に「（これらの規定を番号法第２６条において準用する場合

を含む。第３０条において同じ。）」を追加するものであります。

第３０条は、情報提供ネットワークシステムの所管がデジタル庁に変更することに

伴う文言整理、引用条項の改正、番号法の条文追加に伴う規定の整備で、条文中の
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「総務大臣」を「内閣総理大臣」に、「第１９条第７号」を「第１９条第８号」に、

「又は情報提供者」を「若しくは情報提供者又は同条第９号に規定する条例事務関係

情報照会者若しくは条例事務関係情報提供者」にそれぞれ改めるものであります。

第３１条は、引用条項の改正に伴うもので、第１項第１号は、次のページになりま

すが、条文中の「第２８条」を「第２９条」に改めるものであります。

第２条は、男鹿市行政手続における個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関す

る条例の一部改正であります。

新旧対照表中、第１条及び次のページの第５条は、引用条項の改正によるもので、

条文中の「第１９条第９号」を「第１９条第１１号」に改めるものであります。

附則として、施行期日を令和３年９月１日とするものであります。

以上で、議案第５８号男鹿市個人情報保護条例及び男鹿市行政手続における個人番

号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例の説明を終わら

させていただきますが、御可決賜りますよう、よろしくお願いいたします。

次に、議案書１３ページをお願いいたします。

議案第６０号令和３年度男鹿市一般会計補正予算（第４号）についてであります。

こちらは補正予算書で御説明申し上げます。

恐れ入りますが、補正予算書の１ページをお願いいたします。

まず、条文の第１条は、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ７，８７０万円を

追加し、予算の総額を歳入歳出それぞれ１６６億５，７３０万円とするものでありま

す。この予算規模は、当初予算に比較しますと、６．１パーセントの増となっており

ます。

予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額等につきましては、第１表で御説

明いたします。

恐れ入りますが、３ページをお願いいたします。

第１表は、歳入歳出予算補正でありますが、補正額とその概要について申し上げま

す。

まず、歳入についてであります。

１６款国庫支出金は、７，８７０万円の追加でありますが、１項国庫負担金は、

７，０２２万９，０００円の追加で、新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金
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であります。

２項国庫補助金は、８４７万１，０００円の追加で、新型コロナウイルスワクチン

接種体制確保事業補助金であります。

以上の結果、歳入合計は、７，８７０万円を追加し、予算の総額を１６６億５，７

３０万円とするものであります。これを歳入における財源区分別の比率で申し上げま

すと、一般財源７０．７パーセント、特定財源２９．３パーセントであります。

次のページをお願いいたします。

次に、歳出であります。

４款衛生費１項保健衛生費は、７，８７０万円の追加で、新型コロナウイルスワク

チン集団接種従事謝金などであります。

以上の結果、歳出合計は、歳入同様、７，８７０万円を追加し、予算の総額を１６

６億５，７３０万円とするものであります。これを性質別比率で申し上げますと、消

費的経費６８．２パーセント、投資的経費８．９パーセント、その他の経費２２．９

パーセントであります。

以上をもちまして、議案第６０号令和３年度男鹿市一般会計補正予算（第４号）の

説明を終わらせていただきますが、御可決賜りますよう、よろしくお願いいたしま

す。

○議長（吉田清孝） 次に、伊藤市民福祉部長の説明を求めます。伊藤市民福祉部長

【市民福祉部長 伊藤徹 登壇】

○市民福祉部長（伊藤徹） おはようございます。私からは、議案第５９号男鹿市手数

料条例の一部を改正する条例について説明させていただきます。

恐れ入りますが、議案書の１１ページをお開き願います。

本議案は、窓口における諸証明の発行などにキャッシュレス決済を導入することに

伴い、発行手数料の後納について定めるほか、行政手続きにおける特定の個人を識別

するための番号の利用等に関する法律の一部改正に伴い、個人番号カードの再発行に

係る手数料の規定を改めるため、本条例の一部を改正するものであります。

次のページをお開き願います。

男鹿市手数料条例の一部を改正する条例でありますが、改正後と改正前の対照表と

なっており、下線が引かれた部分及び太枠で示した部分が改正箇所であります。
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まず、条例の第５条は、手数料に係る徴収の時期に関する規定でありますが、第２

項として、別表に定める手数料のうち、戸籍法関係の証明書、住民票、印鑑証明など

生活環境課、若美支所及び各出張所の窓口において発行する諸証明等に係る手数料に

ついては、必要に応じて後納させることができるという規定を加えるものでありま

す。

この改正は、本年１１月から、生活環境課、若美支所、船越出張所及び脇本出張所

にキャッシュレス決済を導入するため、必要な条文を整備するものであります。

次に、別表は、第２条に規定する手数料を徴収する事務の種類及び金額を記載して

いるものでありますが、第４３項を削り、以下の項を１項ずつ繰り上げるものであり

ます。

この改正は、行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関す

る法律の一部改正に伴い、本年９月以降、個人番号カードの再発行に係る手数料につ

いては、地方公共団体情報システム機構が徴収することになるため、本条例から規定

を削るものであります。

施行期日は、令和３年９月１日でありますが、第５条に１項を加える改正は、令和

３年１１月１日から施行するものであります。

以上で、議案第５９号の説明を終わらせていただきますが、御可決賜りますようお

願い申し上げます。

○議長（吉田清孝） これより質疑に入ります。質疑ありませんか。

（「なし」と言う者あり）

○議長（吉田清孝） 質疑なしと認めます。よって、質疑を終結いたします。

お諮りいたします。本３件については、会議規則第３７条第３項の規定により、委

員会への付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。

（「異議なし」と言う者あり）

○議長（吉田清孝） 御異議なしと認めます。よって本３件については、委員会への付

託を省略することに決しました。

これより討論に入ります。討論ありませんか。

（「なし」と言う者あり）

○議長（吉田清孝） 討論なしと認めます。よって討論を終結いたします。
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これより議案第５８号から第６０号までを一括して採決いたします。本３件につい

ては原案のとおり決することに御異議ありませんか。

（「異議なし」と言う者あり）

○議長（吉田清孝） 御異議なしと認めます。よって、議案第５８号から第６０号まで

は原案のとおり可決されました。

以上で、本日の議事は終了いたしました。

これにて８月臨時会を閉会いたします。

午前１０時２７分 閉 会
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会 議 録 署 名 議 員

議 長 吉 田 清 孝

議 員 三 浦 利 通

議 員 安 田 健 次 郎
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